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  平成２３年度 包括外部監査の結果に基づく措置状況 

 

 

  特定の事件特定の事件特定の事件特定の事件    契約に関する事務の執行について契約に関する事務の執行について契約に関する事務の執行について契約に関する事務の執行について    

 

Ⅰ 個別事案 

個別事案 １ 大津市庁舎警備業務委託 

１ 意見 

（報告書３５頁） 

（１）１者特命の随意契約について 

当該警備業務は機械警備と人的警備に区分することができるが、大津市庁舎警備業務に

ついては、現受託業者が昭和 50 年に機械警備の機械を持ち込んで以来、警備機械が受託

業者の所有であることを主たる理由として機械警備も人的警備も 1者特命随意契約が行わ

れている。 

しかし、このような考えに基づき随意契約を行えば、当初機械を持ち込んだ業者が長期

にわたり委託契約を継続することになり、警備業務は一般的な業務であるにもかかわらず

随意契約が継続されてきた。機械があったから随意契約が継続されたのか、随意契約を継

続したいがために、機械を設置し続けたのかは不明であるが、昭和 50 年から現在までの

間には機械の更新も行われたであろうし、その際に契約の見直しを行うことは可能であっ

たはずである。 

適正な競争を確保するためには、機械の設置と人的警備は区分して委託業務の契約を行

い、各々競争原理が働く方法で委託業者の選定を行うことが望まれる。 

（講じた措置の内容） 

平成 24 年度は、警備業務を人的警備と機械の設置に区分し、人的警備については、指名

競争入札により委託業者を決定しました。 

また、機械の設置については、現在の機械が平成 23年 4月に設置されたものであり、設

置後 1年しか経過していない新しい機械であるため、平成 24年度から 3年間、随意契約に

よる賃貸借契約を締結しました。今後、機械更新を行う時点で、再度、契約方法を見直し

ます。 

                               （総務部 管財課） 

 

個別事案 ２ 昇降機保守点検業務委託について 

１ 意見 

（報告書３７頁） 

（１）１者特命の随意契約について 

昇降機の保守点検業務を行う業者は、メーカー等のほか、メーカーとは直接関係がない独立
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系の業者も存在する。しかし、大津市ではすべてメーカー等と１者特命による随意契約を

行っており、他の業者からの見積書も徴収していない。地方自治法施行令第 167 条の２第

１項第２号を根拠にする場合には他社の見積書の徴収は不要であるが、昇降機保守点検業

務は果たして同条項に該当するものかどうか疑問の残るところである。大津市の施設のう

ち指定管理者制度を導入し外部業者に委託している施設の中で、エレベーターの保守管理

業務を含めた設備保守管理をメーカー等以外の業者に委託し、エレベーター部分はメーカ

ー等以外の業者に保守業務を行わせることでエレベーター部分の委託料が約 82%となって

いる事例がある。メーカー等とそれ以外の業者の業務内容を比較検討し、内容、価格、品

質面等を総合的に判断した上で委託業者が決定できるよう、メーカー等以外の業者から見

積書を提示してもらうか、プロポーザル方式で委託業者を選定することを検討されたい。 

（講じた措置の内容） 

昇降機の安全確保は設置者の責務であることから、保守点検業務の委託業者の決定に当

たっては、安全性を確実に担保できることが必要な条件と考えています。 

過去、東京都で起きた昇降機の死亡事故においては、当初、過失責任が製造業者と保守

業者のどちらにあるのか不明確であったため、その事故を機に、本市では、昇降機の保守

点検業務は瑕疵担保責任を明確にするため、当該機器の製造業者と随意契約をしています。 

今後、製造業者以外の業者が保守を行うことについて、課題も踏まえ、中核市の状況も

参考に調査・研究していきます。 

なお、随意契約を行う場合、積算システムを利用して見積金額の妥当性を確認するよう、

周知徹底を図ります。 

また、契約に当たっては、長期継続契約を活用することで価格交渉の余地があることか

ら、コスト縮減が図られるよう努めていきます。 

                             （総務部 契約検査課） 

 

個別事案 ３ 志賀聖苑火葬炉設備煉瓦全面積替その他工事（４号炉） 

１ 意見  

（報告書３９頁） 

（１）入札方式について 

  請負業者である Ａ は、Ｃ に下請け工事を発注しており、発注金額は 11,000 千円で

あり、請負金額 12,311 千円の 89.3%にあたる。Ｃ は、志賀聖苑火葬炉の建設業者であ

り、特許等の関係もあり前年度までは火葬場の煉瓦改修工事は Ｃ に随意契約で発注さ

れていた。平成 22年度は、随意契約をできるだけ避けるため、受注希望型指名競争入札

により業者選定が行われているが、結果的には請負業者は Ｃ に工事の大部分を下請け

に出し、請負業者の業務としては Ｃ の進捗管理及び工事内容のチェックが主な業務に

なっている。 

  実質的な工事は、Ｃ が行わざるを得ないのであれば、形式的に指名競争入札にする意
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義があるのか疑問であるばかりではなく、かえってコスト高になる可能性もある。  

1者による随意契約は競争の原理が働かず好ましくないため、それを改善しようとした

点は評価できるが、本当に競争原理を働かせるためには、 Ｃ と同様の業務を行いうる

業者を指名し、Ｃ と競争を行わせることにより競争を行うべきである。大津市内業者に

限定される受注希望型指名競争入札方式ではなく、指名競争入札（従来型）を検討すべ

きである。 

（講じた措置の内容） 

 当該工事は、これまで随意契約していましたが、特許の有効期限切れにより随意契約す

る理由が無くなったため、受注希望型指名競争入札に切り替えたものです。  

建設工事の発注においては、地域経済の活性化、雇用の促進、地元企業の育成といった

面で市内業者を優先するよう心がけており、市内業者に発注するという点で受注希望型指

名競争入札は有効な施策であると考えています。 

また、コストについては、入札結果を確認すると最低制限価格付近で落札されているこ

とから競争性が発揮されており、コスト高にはなっていないと考えています。 

以上のことから、同種工事の入札方式については、引き続き受注希望型指名競争入札に

て実施していきますが、今後、落札額が高くなった場合は入札方式を見直すなど適切な事

務の執行に努めていきます。 

                              （総務部 契約検査課） 

 

個別事案 ４ 平成 22年度児童クラブの間食提供委託事業 

１ 意見 

（報告書４１頁） 

（１）随意契約とする理由について 

  プロポーザル方式を採用し、広く業者の募集を行った上での随意契約が行われている。 

しかし、現実には午後２時から午後３時半というかなり限定された時間内に、広く分

布している大津市内の 35 児童クラブに間食の配送を行うというのは業者が限られてし

まい、その中からの随意契約ということであれば、業者が固定化してしまう。 

  入札するための方策として、仕様書で均一化を図った上で 35の児童クラブをいくつか

にエリア分けし、それぞれのエリアで入札することを検討されたい。その結果、全区域

同一の業者が請け負っている現状に比べればスケールメリットはなくなるが、反面、輸

送距離が短くなり、環境面からも、配送コストの面からも良い効果が生まれると考えら

れる。 

（講じた措置の内容） 

 現在、市内に大量調理施設（弁当屋・仕出し屋）として保健所が許可している業者は、

北部に１業者、中部に３業者の４業者となっており、東南部には業者がないことから、配

送コストの面からそれ程効果があるとは考えておりません。 
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  また、一食あたりの単価が１１０円であることを考えると、複数業者になることでスケ

ールメリットがなくなり、質、量の低下につながることが予想されます。さらに、間食の

中には調理されたものもあり、食材の管理やアレルギー児童への対応等、安全面における

管理が懸念されることから、現状どおり実施するものとします。 

                       （福祉子ども部 児童クラブ課） 

 

個別事案 ５ 包括支援センターへ主任介護支援専門員資格を有する職員出向事業委託業務 

       包括支援センタ－へ社会福祉士資格を有する職員出向事業委託業務 

１ 意見 

（報告書４５頁） 

（１）委託料について 

当該契約の委託料が出向職員の給料を基本としているため、出向職員の年齢や技能の

違いにより委託料に差が生じる事はあるにせよ、委託料の最高額と最低額との差が主任

介護支援専門員では 3,769千円、社会福祉士では 4,850千円もあり、同じ委託事業に対

して支払う委託料にしては差がありすぎると考える。 

主任介護支援専門員：  最高額  9,087千円     最低額 5,318千円 

社会福祉士    ：  最高額  8,983千円     最低額 4,133千円 

言い換えれば、この委託事業の適正な委託料は、主任介護支援専門員では 9,000 千円

若しくは 5,000千円なのか、社会福祉士においては 8,000千円若しくは 4,000千円なの

か、判然としないまま随意契約が継続されていることは問題と考える。 

担当課によれば、介護の分野においてもベテランで知識豊富な人材は引く手数多で、

各事業所も業務を拡大している状況では職員を出向させることに躊躇しており、市の方

で基準委託料を設定すれば、おそらく人材は集まらないとのことである。 

受入先法人が少ない状況下では、業者選定や見積り合わせが困難であることは理解で

きるものの、担当課において一定の単価や積算額を持ち、適正な委託料の範囲を定め、

受託業者に対しても、あまりにも高額な出向職員は断るか、あるいは出向職員を差し替

えて頂くかの要請をするなど、改善を検討されたい。 

（講じた措置の内容） 

福祉の専門職の人材確保については、大変苦慮している状況です。 

そのため、改善策については困難が予想されますが、他都市の状況や各事業所の意向等

を調査し、契約形態も含め検討していきます。 

                            （健康保険部 健康長寿課） 

 

（報告書４６頁） 

（２）契約形態について 

以下の事実を勘案すると、この委託契約がそもそも役務提供における委託事業なのか、
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疑問の残るところであり、派遣契約や出向契約の方が近いと考えるので再検討されたい。 

・役務提供の質・量と委託料とが一致していない事実 

・残業手当、定期健診、退職共済も委託料の対象としている事実 

・仕様書において、出向職員の身分が大津市の非常勤職員とされている事実 

・契約書に委託料の精算は明記されているが、業務が成し得なかった場合の責任所在

は明記されていない事実 

（講じた措置の内容） 

  現状の契約は、出向という形態をとっていることから、委託契約として取扱うことに対

し、見直しが必要と考えています。 

このため、事業主との労働契約関係や指揮命令関係等、実情に見合った契約形態を検討

し、庁内関係課とも協議する中で、見直しを図っていきます。 

                            （健康保険部 健康長寿課） 

 

個別事案 ６ 大津市観光案内所運営業務 

１ 監査結果 

（報告書４８頁） 

（１）外郭団体への 1者特命随意契約について 

業者選定理由で大津市全体の観光情報やイベント情報をどこよりも早く把握でき

ることから、観光客のニーズに合わせた的確かつ親切な対応が可能な唯一の団体で

あるとしているが、旅行業者であれば情報収集は当然のことであり、このことが 1

者特命随意契約を締結し得る理由とはならない。 

今後は入札により業者を選定すべきであると考える。 

（講じた措置の内容） 

  大津市観光案内所運営業務については、観光やビジネスで本市を訪れる人々に対し、ニ

ーズにあった、旬な情報を提供する等、最前線のおもてなしを行う場として、これまで以

上に業務内容を充実させる必要があると考えることから、平成２５年度の業務委託に係る

業者選定については、観光業務の知識・経験を持った業者等、幅広い募集を行っていきま

す。 

                            （産業観光部 観光振興課） 

 

（報告書４８頁） 

（２）契約金額の変更について 

当該業務については、契約書上、「委託業務完了後、委託料に過不足が生じた時は、

甲、乙協議の上これを精算するものとする。」となっている。今回の精算の場合、契

約額の積算の根拠となった全費用を契約締結時の予算（契約額）と実績を比較し実

績額で変更契約をしている。積算の根拠は、以下のとおりである。 



- 6 - 
 

（単位：千円） 

科目 予算額（当初契約

額）Ａ 

決算額（変更後契

約額）Ｂ 

差引精算額 

Ａ－Ｂ 

職員費(人件費) 15,507 15,337 170 

旅費 357 306 50 

需用費 289 528 △238 

役務費 304 237 66 

負担金 11 10 0 

使用料及び賃借

料 
65 65 ― 

小計 16,534 16,485 48 

消費税 775 824 △48 

合計 17,309 17,309 0 

そもそも当該委託業務について、当初の金額で契約を締結し、業務内容に大きな

変更がないにもかかわらず実績額で精算し、金額を変更することは適正であるとは

言えない。さらに、当初契約額の積算根拠においては、上表の消費税は職員費のみ

にかかっているのに対し、変更後の契約額においては、他の費用も含めた小計に対

し消費税がかけられており、異なった積算方法にて精算することは問題がある。 

基本的には、当初決定した契約額で確定するべきであり、契約額を変更する場合

は、単なる予算と実績の対比ではなく、業務内容の変更等に限定するべきである。 

 

（講じた措置の内容） 

  平成２５年度の業務委託契約から、業務内容に大きな変更があった場合にのみ、変更契

約を行うものとします。 

                            （産業観光部 観光振興課） 

 

２ 意見 

（報告書４９頁） 

（１）補助金との関係について 

平成 22 年度包括外部監査のテーマの一つは「負担金、補助及び交付金の財務事務

の執行等について」であったが、観光協会に対する補助金についても個別事案とし

て取り上げている。当協会に対しては平成 21 年度において 46,221 千円の運営補助

金が交付されており、当協会の人件費等に充てられている。ここで取り上げた委託

契約は上記の表のように大津市が運営する観光案内所に係る人件費等に充てられて

いる。補助金と委託契約は対象が異なっており、明確に区分されているため補助金

と委託料が二重に支払われるという問題は発生していない。 
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しかし、観光協会に対しての運営補助金と、本委託契約の積算方法はいずれも人件

費等の積み上げによっており、また、年度末で精算する等、考え方が類似している。 

     補助金は観光協会という団体の運営に対するものであり、他方、本委託契約は本来大

津市が行うべき大津市観光案内所運営業務を観光協会に委託しているものであるため、

両者の性格は明確に異なるという認識をもって委託に係る適正な手続を行うべきであ

る。 

（講じた措置の内容） 

  大津市観光案内所運営業務については、あくまでも業務委託であることから、業務内容

に大きな変更があった場合にのみ、変更契約を行うものとします。 

                            （産業観光部 観光振興課） 

 

個別事案 ７ 北部クリーンセンター運転管理業務 

       大津市環境美化センターごみ焼却施設運転管理業務 

１ 意見 

（報告書５２頁） 

（１）１者特命の随意契約について（包括的な運転業務委託の必要性） 

   当業務委託がプラント建設以来 1 者特命随意契約になっている主たる要因は、プラン

トメーカー（あるいはその関連会社）のみが行い得る技術提供とトラブル発生時の緊急

時の対応が挙げられる。それに加え、ごみ処理施設の場合には、地元とも協定があり、

協定に沿った業務を行う必要があるため、最も安全と思われるプラントメーカー関連会

社に包括的に運転業務を委託するということが行われてきた。 

  この方針は十分理解し得るが、このままでいくとプラント運転業務はプラント建設時

からプラントの廃止時までの間、長期（20 年～30 年程度）にわたり１者特命随意契約

を継続しなければならなくならず、発注者である大津市は、大変弱い立場で委託契約を

毎期継続しなければならない問題がある。 

  北部クリーンセンターにおいては、焼却設備運転業務、焼却設備点検整備、設備補修

業務、ごみ投入監視業務、日宿直業務、粗大ごみ処理施設運転業務及びプラスチック容

器資源化施設運転業務を包括的に委託しており、総計 46名の従事者により運営されてい

る。 

また、環境美化センターにおいては、焼却設備運転業務、焼却設備点検整備、設備補

修業務、ごみ計量業務、ごみ投入監視業務及び日宿直業務を包括的に委託しており、環

境美化センターのごみ焼却に関する業務を包括的に委託している状態であり、ごみ焼却

業務に従事する 29名は Ｂ により提供されている。 

運転業務は、すべての業務が密接に関連しているとの理由で包括的に委託されている

が、1 者随意契約の理由から考えると、プラント全体について技術的に把握している運

転者と不測の事態に対応できる技術者が何人かいれば十分である。 
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1 者特命随意契約という極めて不利な交渉条件であることを考えれば、プラントメー

カーに発注する部分は高度な技術力を有する中枢部分に限定することができないのか検

討されたい。 

（講じた措置の内容） 

  プラント施設の運転は、設備の能力を常に最大限に発揮させることが要求されるもので

あり、何より作業員の安全を第一としています。日常業務においては、全員が統制された

指揮命令系統のもとで常に安全を意識して業務の遂行に当たることが重要となります。 

また、センター内の施設は各設備が有機的に連携しており、運転員には施設全体を把握

する高い能力のほか、安全への強い意識を全員で共有することが求められます。 

したがって、運転業務については、運転員個々の能力を育成することができるとともに、

安全を含めた作業指示の徹底が可能で、プラントの設備能力が最大限発揮できる現在の委

託方法が最適であると考えています。 

これまでに、設備の運転や能力に直接的に影響を与えることのない機器の点検整備や灰

運搬業務等は、既に分離して他業者に委託しており、今後も、安全面のほか経済性にも十

分考慮しながら分離可能な業務について検討していきます。 

               （環境部 北部クリーンセンター・環境美化センター） 

 

（報告書５３頁） 

（２）積算方法の適正化について 

  環境美化センターでは、「廃棄物処理施設維持管理業務積算要領」に基づいて設計を行

っているが、北部クリーンセンターでは「下水道施設委託業務積算資料」に基づいて積

算を行っている。 

   もともとは、「下水道施設委託業務積算資料」しかなかったため両者とも「下水道施設

委託業務積算資料」に基づいて積算していたが、平成 19年に「廃棄物処理施設点検補修

工事積算要領」が公表されたため環境美化センターは、「廃棄物処理施設点検補修工事積

算要領」に切り替え、北部クリーンセンターは変更しなかったため「下水道施設委託業

務積算資料」による積算を続けている。 

  ごみ焼却施設として、適正と思われる「廃棄物処理施設点検補修工事積算要領」に基

づいて、北部クリーンセンターも積算を行われたい。 

（講じた措置の内容） 

  北部クリーンセンターにおいても、平成２４年度から「廃棄物処理施設維持管理業務積

算要領」に基づき、積算を行うこととしました。 

                         （環境部 北部クリーンセンター） 

 

（報告書５３頁） 

（３）設備レンタルの妥当性について 
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   北部クリーンセンターの運転管理業務の設計金額のうち32,807千円（月額2,734千円）

は、フォークリフト１台とホイルローダー２台の作業用機器損料（燃料分を除く）であ

る。 

損料計算は、滋賀県の建設物価における建設工事の際の機械損料に基づいているが、

フォークリフトもホイルローダーも施設の運営に当たり長期的に使用するものであり、

当該設備を大津市が取得し受託者に利用させることでのコスト削減の可能性を検討す

る。 

フォークリフト１台とホイルローダー２台の購入価格を北部クリーンセンターで見積

もりしてもらったところ下記のとおりであった。なお、フォークリフトの価格について

は、ごく標準的な仕様とのことで標準的な販売価格、ホイルローダーについては特殊仕

様としている。 

（単位：千円） 

フォークリフト 5,000 

ホイルローダー（小） 10,900 

ホイルローダー（大） 21,600 

小計（消費税抜き） 37,500 

消費税等（5％） 1,875 

合計（消費税込） 39,375 

機械の損料年額（設計金額）32,807千円との単純な比較は難しいが、税法上の耐用年

数はフォークリフトが４年、ホイルローダーが７年（いずれも、車両としての耐用年数）

である。 

現状では、委託業務の設計金額を算出する段階で、設備を取得するか、委託業者から

レンタルするのか、どちらが有利かの検討自体行われていない。今後は設計時点でその

検討をすべきである。 

（講じた措置の内容） 

  作業用機械について、平成２３年度は、工事発注時の機械損料に基づき積算を行いまし

たが、平成２４年度は、レンタル業者の見積りにより市場価格を調査し、設計金額を決定

しました。 

今回、委託業務の設計金額を算出する段階でレンタルと機械購入の費用の比較を行った

結果、ほぼ５年余りで同じ水準になることが判明したが、過酷な状況での使用を考えると、

機械は３年周期程度での更新が必要であり、購入するよりも業者からレンタルする方が経

済的に有利であると考えます。 

これらの検討結果から、購入するよりも委託業者の機械を使用する方が格段に有利であ

ると言えることから、従来の方法を継続することとしました。 

                         （環境部 北部クリーンセンター） 
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個別事案 ８ 臨湖団地１号棟 101号室空家修繕工事 

       臨湖団地２号棟 517号室空家修繕工事 

１ 意見 

（報告書５６頁） 

（１）工事内容について 

「契約の概要」に記載の通り空家修繕工事としては高額なものとなっている。見積書

を３者から徴取した上で、建築課での金額を査定を行っていることから工事金額そのも

のは妥当であると判断できる。しかし、そもそも大津市が負担している修繕工事に借主

が負担すべきものが含まれていないかどうか、今後の修繕工事についても留意を要する。 

（講じた措置の内容） 

 空家修繕工事は、従前の入居者が退去し、次回の空家募集に付すために行うものでありま

す。これまでにも、従前の入居者が退去する際には、住宅課職員がその部屋に出向き、入居

者の負担となっている畳の表替や襖の張り替えの確認を行うとともに、チェックシ－トに基

づき、玄関・浴室等の汚損具合から修繕の必要性を適正に判断してきましたが、今回いただ

いた御意見を参考にしながら、シ－トの見直し等、さらなる厳格化も含め、検討を進めてい

きます。 

（都市計画部 住宅課） 

 

個別事案 ９ 都市公園施設維持業務 

１ 監査結果 

（報告書５９頁） 

（１）外郭団体への 1 者特命随意契約について 

当該業務を長期間にわたって緑地協会との 1 者特命随意契約を締結している理由は上

記「１．契約内容 （３）随意契約の理由並びに業者選定理由」に記載しているが、公

園の維持管理業務については、当協会でなければならない特別の理由は見当たらず、内

容そのものは対応可能な業者もあると思われる。入札等により業者を選定すべきである

と考える。 

（講じた措置の内容） 

  公益財団法人大津市公園緑地協会への１者特命随意契約については、より適正な都市公

園の管理運営に向けて、これまでにも、業務内容や範囲の見直し、指定管理者制度の導入

等も含めた契約方法のあり方を検討してきました。 

 その結果、平成 24 年度は、これまで委託していた「街路樹の維持管理業務」について、

入札等により業者選定することに改めました。 

今後においても、入札等により業者選定する業務範囲をさらに拡大していくよう検討を進
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めていきます。 

（都市計画部 公園緑地課） 

 

（報告書５９頁） 

（２）完了報告及び検査について 

現在、契約書で要求されている完了報告に基づく検査は実施されていない。 

  委託料を支出するに当たっては、契約書に基づく業務が確実に履行されているか否か

適正に検査を実施されたい。 

（講じた措置の内容） 

  完了報告に基づく検査については、これまで抽出した箇所について、書面や現地確認を

行ってきましたが、業務量が膨大なことから、全ての委託業務においては実施できており

ませんでした。 

 今後は、月次報告において、全ての業務において写真など書面の提出を求め、履行確認を

行います。さらに、現地確認など適正な検査の方法について検討を進めるとともに、公益財

団法人大津市公園緑地協会に対して確実な業務の履行とその適正な検査の実施を指導して

いきます。 

（都市計画部 公園緑地課） 

 

（報告書６０頁） 

（３）再委託に関する承諾について 

当該業務の委託契約書には「乙（緑地協会）は、第三者に対し、委託業務の一部若し

くは全部の実施を委託し、若しくは請け負わせ、この契約に基づいて生じる権利義務を

譲渡し、又はこの契約上の地位を承継させてはならない。ただし、甲（大津市）の承諾

を得たときは、この限りではない。」と記載されている。 

協会が再委託先を決定する際、事前に大津市から承認は得ているが、伺い、承認とも

に口頭で行われるのみで文書としては残されていない。 

契約書上、原則として再委託を認めないことになっており、例外的に大津市が承諾し

た場合に限って認められている。このような例外的な取扱いを認めるのであれば、その

承諾は口頭ではなく文書によって取り交わすべきである。 

（講じた措置の内容） 

  公益財団法人大津市公園緑地協会は、公園を適正に維持管理するため、緊急、応急的な

工事を行うほか、多くの業務を再委託しています。この再委託は、地域の実情に応じ、き

め細やかな住民対応を行うため、長年にわたる公園管理の知識、経験をいかして、業務の

内容、発注時期、業者等を選定しているものです。これまで、再委託について例外的な取

扱いを認める場合は、大津市が口頭で承諾してきましたが、今年度から、文書により取り

交わすこととしました。 
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（都市計画部 公園緑地課） 

 

２ 意見 

（報告書６０頁） 

（１）委託業務の分割について 

監査結果（１）において「入札等により業者を選定すべき」と記載したが、これだけ

の規模の業務を一括で受注できる業者は他にないかもしれない。しかし、緑地協会にお

いても多くの業務を再委託していることは前に述べたとおりである。これら再委託先の

業者と大津市が直接契約を締結し、協会にはその管理業務を委託するという形式も可能

ではないかと思われる。地域あるいは業務別に分割して入札等により業者決定すれば、

競争の原理に基づく経費の削減や公平性及び透明性の確保が図れることとなり、管理業

務も入札を実施することが可能となるかもしれない。仮に管理業務について応札する業

者がなかったとしても随意契約の部分は最小限にとどめられると思われる。管理業務受

託者にノウハウがあれば大津市内の公園の管理水準を一定に保つという要請に対しても

応えることができる。 

以上の理由から当該業務に関して、競争の原理に基づく経費減や公平性及び透明性の

確保のため全体を一括して契約するのではなく業務を分割した上で、入札等による業者

選定を検討すべきであると考える。 

（講じた措置の内容） 

  平成 24年度から、これまで委託していた「街路樹の維持管理業務」については、入札等

により業者選定することに改めました。 

今後についても、入札により競争の原理が働くよう適正に努めていきます。 

（都市計画部 公園緑地課） 

 

（報告書６０頁） 

（２）緑地協会における当該委託業務の収支について 

１．契約内容（６）緑地協会における業務執行状況に記載のとおり、当該業務に関し

ては、事業活動外支出 21,920 千円、収支差額 11,572 千円が計上されている。事業活動

外収支は当該業務以外の目的での支出であるため収支差額との合計である 33,492 千円

が当業務を受託したことによる緑地協会での利益であると考えられる。 

これが適正な競争入札により落札された結果、生み出されたものであれば企業努力に

より獲得された適正な利益と考えることができるかもしれないが、大津市の 100％出資

の外郭団体に対する１者特命の随意契約であるということを考慮すると、委託料として

支出された金額の一部が外郭団体に留保されているともいえる。 

緑地協会の適正な利益確保を否定するものではないが、過去の緑地協会における実績

額を考慮して設計額を積算し、委託料の減額に努めるべきである。 



- 13 - 
 

（講じた措置の内容） 

  平成２３年度委託実績において、公益財団法人大津市公園緑地協会の差益は、大幅に削

減される見込みとなっています。 

  委託料の設計、積算については、公益財団法人大津市公園緑地協会における実績額を考

慮するとともに、業務ごとに内容を精査し、適正な設計、積算に努めていきます。 

（都市計画部 公園緑地課） 

 

個別事案 １０ 柳が崎湖畔公園護岸整備工事 

１ 意見 

（報告書６４頁） 

（１）総合評価方式について 

総合評価方式による入札では、技術提案等その他の要素も含めて総合的に評価される

ため、単に価格が低いだけの業者は落札できないという長所がある。しかし、技術提案

については、評価する項目、配点等によって特定の業者が有利となるように導くことは

可能であると思われる。総合評価方式について評価選定基準に恣意性が介入しないよう

留意されたい。 

（講じた措置の内容） 

 総合評価方式における評価選定基準の作成にあたっては恣意性が介入しないように、国

のモデルを参考にした上で学識経験者２名の意見を伺っています。また、技術提案の審査

に当たっても業者名を伏せた上で公平・公正に審査しています。 

今後も総合評価方式の実施に当たっては恣意性が介入しないよう適正に行っていきます。 

（総務部 契約検査課） 

 

個別事案 １１ 市街灯・防犯灯修繕業務委託 

１ 意見 

（報告書６６頁） 

（１）材料単価について 

  随意契約理由の中に、材料の一括発注することによる経費の削減が掲げられているに

もかかわらず、主な材料費が市場価格よりも安価でないものがあった。 

具体的には当該事業の主要材料である 20ｗ蛍光灯（防塵長寿命タイプ）とグロー球の

合計は担当課の設計では＠420円であり、それを受託者である Ａ の見積もりでは＠325

円で購入できるため大量購入のメリットを享受し1本あたり95円の割安購入ができるこ

とも受託者選定の理由になっていた。しかし、20ｗ蛍光灯（防塵長寿命タイプ）とグロ

ー球をインターネットの市場価格情報で調査すると 20ｗ蛍光灯（防塵長寿命タイプ）256

円およびグロー球 42円で合計は＠298円であり、材料費の大量購入によるメリットは少

ない。 
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設計段階での材料単価は、電材店からの価格聴取により行い、市場の価格動向等は確

認していないことであるが、材料の一括発注による経費の削減を１者特命随意契約の理

由に掲げるのであれば、市場性のある商品についてはでき得る限り市場価格も調査し、

積算を行われたい。 

（講じた措置の内容） 

当該契約の材料単価については、毎年度、市内電材業者２社に対し見積書を請求し、その

市場価格調査を実施してきたところです。 

市の設計は、主にこれら２社の見積金額を参考に行ってきたところですが、今後は、これ

らの見積金額に加え、水銀灯やナトリウム灯などの市場性の低い電材については、財団法人

建設物価調査会が取りまとめている「建設物価」の価格を参考とし、市場性の高い電材（蛍

光灯の球、グローなど）については、建設物価価格のほか、でき得る限りインターネットな

どの市場価格情報を参考として積算を行っていきます。 

（建設部 道路管理課） 

 

個別事案 １２ ガス普及促進員訪問業務委託 

１ 意見 

（報告書６９頁） 

（１）1者特命の随意契約について 

受託業者からの毎月の委託業務処理報告は、主に巡回訪問実績とアンケート調査によ

る「お客様の声」の要約が記載されている。アンケート調査の取りまとめ以外には、当

該委託業務における専門性はあまり見出すことは出来ず、１者特命随意契約の理由には

当たらないと考える。 

（講じた措置の内容） 

 契約方法については、類似する活動をしている業者がほかにないことから、１社特命随意

契約を実施してきました。今後は、業務執行の更なる適正を期するため、企画競争への参加

希望を募る方式を検討していきます。 

（企業局 営業開発課） 

 

（報告書６９頁） 

（２）ガス普及活動の見直し 

国内において、ガス事業を直営で行っている自治体は数少ないが、全国的にオール電

化へ移行する家庭が多いなか、大津市においてもガスの普及活動は非常に重要なもので

ある。大津市も人口は増加しているものの、ガス需要家戸数は微増である状況を踏まえ、

このような普及活動は欠かせないものと考えている。 

しかし、当該委託事業における訪問件数 52,488件のうち、対面した件数は 27,638件

であり、対面率は 52.7％で、アンケート取得率は 43.0％（22,575 件）であった。訪問
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時のアンケート調査や普及活動にどれだけの時間を要しているのかは不明であるが、効

率が良いとは言い難い事業となっている。訪問の時間帯に原因があり、共働きなどで日

中留守がちの家庭が増えている状況で、日曜日、水曜日並びに祝日を除く 10 時から 16

時では、対面率も上がらないと考える。 

アンケート結果でも、一般家庭におけるオール電化志向は強いようであり、ガス普及

活動事業の高額な委託料を考慮し、もう少し効率的な事業内容や、ガス普及活動そのも

のを見直す必要があると考える。 

（講じた措置の内容） 

ガス普及促進員訪問業務は、お客様宅を訪問し、都市ガスの良さを訴求するとともに、

お客様との面談の中から様々なアドバイスや関係先への取次ぎを行うなど、お客様満足度

を高める活動であり、昨今のエネルギー競争が激化している中で、都市ガスの普及活動と

して欠かせないものと考えています。 

  なお、事業内容につきましては、エネルギー選択意向調査結果の活用、訪問日や時間帯

の見直しなど効率的な業務実施を図るとともに、省エネアドバイス訪問の充実、都市ガス

拡張地区での都市ガス転換に向けてのサービス強化など、活動内容の更なる充実、強化に

努めていきます。  

（企業局 営業開発課） 

 

個別事案 １３ 大津市公共下水道汚泥焼却施設運転管理業務委託 

１ 監査結果  

（報告書７３頁） 

（１）再委託に関する協議について 

公社は昭和 53年に大津市の 100％出資により設立された財団法人であり、主な業務は

産業廃棄物の処理である。市からの派遣による局長と嘱託若しくは臨時職員９人～10人

で構成されている。 

市は公社へ当該業務を一括委託しているが、公社は業務の大半を民間企業へ再委託し

ている。本業務の主要業務である本焼却施設の運転操作や維持管理は本焼却施設を設置

したメーカーの子会社である Ａ が実際の業務を行っている。 

当該委託業務の契約書には、再委託の場合には市と公社とで協議をしなければならな

いとされているが、担当課によれば、特に協議の場を設けておらず、口頭での打合わせ

で終わっており、協議の議事録等はないとのことである。 

当該委託業務の主要業務である焼却施設維持管理業務は一式 93,090千円で、数年間同

一金額の契約で見直しも積算も行われた形跡はない。 

担当課によると、市はあくまで公社との委託契約であり、公社と各民間業者との委託

契約には直接関わっていないとのことであるが、結果的には、再委託への協議もなく、

金額の見直しも行われていない状況では、公社への委託料が適正か否かの疑問は大いに
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残るところである。民間業者への直接委託も可能な業務について、これまでに公社を経

由させてきた市の経緯もあるだろうが、契約書を遵守し、再委託契約における協議を行

い、一つ一つの業務について積算を行うべきである。 

（講じた措置の内容） 

 平成 23年 11月末に委託先の公社が解散したため、同年 12月から平成 24年 3月まで当

該業務については、水再生センターが直接行いました。また、平成 24年度からは、県の湖

西浄化センターにて流域下水汚泥処理事業（県市共同処理）として水再生センターから発生

した汚泥を処理・処分することとなったことから、当該委託業務は終了しました。 

（企業局 水再生センター） 

 

２ 意見 

（報告書７３頁） 

（１）再委託先との工事契約について 

監査結果（１）に表記した再委託先 Ａ と大津市との間で汚泥焼却施設２号炉補修工

事に関する工事請負契約が行われている。 工事概要は定期的に行われている部品交換や

棄損部分の補修工事であり、工事契約金額は 20,895千円（追加補修工事が最終契約金額

は 21,893千円）である。この補修工事を受託したのは、前述の Ａ であり、１者特命随

意契約となっている。 

随意契約理由書にもその工事の特殊性は記載されているが、担当課によれば、汚泥焼

却設備は特殊な設備であり、本設備の設置メーカーの関係メンテナンス会社以外に補修

工事を受注できる業者はおらず、また、本工事期間中は設備の運転を休止するため、工

事完了後における運転点検も重要である事などを考慮すれば、安心して工事発注できる 

Ａ との１者特命随意契約は妥当であるとの回答であった。 

本焼却施設の運転管理を委託している理由のみで、補修工事も当然 Ａ に発注するこ

とにはならない。他の業者も施工可能と思われるので本工事契約でも入札を検討された

い。 

（講じた措置の内容） 

 水再生センターから発生した汚泥については、県市共同処理として県の湖西浄化センター

にて行うこととなったため、大津市公共下水道汚泥焼却施設は、今後、解体撤去することと

なり、当該工事はなくなりました。 

（企業局 水再生センター） 

 

個別事案 １４ 水道・ガス修繕及び保安業務委託 

１ 意見 

（報告書７８頁） 

（１）保安業務の内容について 
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本委託業務の主要な業務内容は、24時間体制で対応する修繕業務である。そして、そ

の修繕業務の一次処理班として常に１班８名体制の保安体制が必要であり、平日の日勤

は市職員８人で賄うが、夜勤などはＰＩＯの社員３名が保安体制の一員となる。 

また、本委託契約には、休日の 8：40～17：25の修繕二次処理班２名が待機する保安

業務があるが、同じ時間帯にＰＩＯは修繕業務に備えて勤務体制を整えていることや、

保安業務は平日の同時間帯には設定されておらず休日のみ設定されていることから、こ

の保安業務に対する委託業務は必要かどうか疑問である。 

担当課からすれば休日の昼間は修繕が多く、この保安業務で２名が待機していること

で何かあった時には直ぐに駆けつけてくれるとのことであるがその必要性とコストにつ

いて改めて検討されたい。 

（講じた措置の内容） 

平日の昼間は、PIO の営業時間であることから、保安要員を拘束せずとも速やかに緊急

修繕の体制が組織できるが、休日や夜間は、PIO は休業し、修繕体制を整えるには相応の

時間を要することとなります。 

  今回、休日昼間の保安業務の検討を行いましたが、事業者として、ライフラインの不測

の事故への迅速な対処と二次災害防止の責務を果たした上で、可能な限り費用を抑制して

対応するには、お客様からの事故等の通報の多い時間帯に限り、２名の緊急要員を待機さ

せる現在の「保安業務」の設定は必要であると判断しているところです。 

（企業局 安全サービス課） 

 

個別事案 １５ 水道・ガス・下水道料金システム運用管理業務委託 

１ 意見 

（報告書８１頁） 

（１）委託料について 

委託料は毎年、担当課において設計額の積算が詳細に行われており、手続き的には問

題がないと考える。しかしながら、上記設計額の積算根拠を見ると全体的に割高な積算

になっているように思う。例えば、料金システム運用業務では、配達、用紙保管、印刷

処理の項目ごとに経費加算率が見込まれ、諸経費が加算された見積りとなっている。ま

た、人件費の積算も技術者の人件費単価を用いているが、配達以外の作業は機械（パソ

コン）が行う状況を考慮すれば、単価的にも作業時間的にも見直す余地はあると考える。

特にサーバー管理等に係る部分の月額設計額のうち、人件費が９割程度を占め、サーバ

ー管理やヘルプデスク業務だけで、本当にこれだけの人件費が必要となるのか、大いに

疑問の残るところである。 

担当課によれば、Ａ への立ち入り検査も行っており、実質の作業内容や作業時間も検

討し、委託料金についても折衝は行っているとのことである。 

（講じた措置の内容） 
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  当該業務委託の設計のうち人件費単価については、財団法人経済調査会による「積算資

料」の技術者単価を準用しているところですが、今後は、業務内容を鑑み、より妥当な単

価設定、積算について関係課と協議し検討していきます。 

また、作業時間や員数について、平成２４年度から更なる詳細な記録を取ることで、よ

り厳密な所要時間の把握に努め、適正な委託料の算定に活かしていきます。なお、委託業

者に対しては、非効率な業務執行のないよう指導していきます。 

（企業局 料金課） 

 

（報告書８２頁） 

（２）１者特命の随意契約について 

担当課によれば、当該料金システムの特殊性から、Ａ が開発した現在のソフトに代わ

るソフトがないとのことで、開発業者である Ａ に頼らざるを得ない状況は十分理解の

できるところである。しかし、毎年の委託業務料も高額であり、サーバー管理やトラブ

ル対応に高い経費のかかるシステムの仕組み自体を見直す必要があると考える。担当課

によれば、現実にシステムエラーもあり、開発から５年も経過している現在でも改善の

余地があるとのことである。 

さらに、当該システムは Ａ が納付書などを印刷し、市役所へ配達することとなって

いるが、この印刷業務を市役所内で行う事も可能と考える。平成 16年度の初期開発以降、

プログラムの改修は行われているもののソフト自体の開発は行われていないが、コンピ

ュータソフトの開発も日々進んでいる状況を踏まえ、ソフトの更新やシステム全体の業

務振り分けを見直し、少しでも開発業者以外の業者も参入できる環境を整え、ランニン

グコストを削減できるような委託業務契約の検討をされたい。 

（講じた措置の内容） 

  企業局では、水道料金、下水道使用料、ガス料金を一括して請求することで収納コスト

を削減しています。しかし、水道、下水道、ガスを一括管理できるパッケージソフトがな

く、独自のシステムを構築し、改修を重ねて現在に至っていることから現委託業者との１

者特命随契を行ってきました。 

今後のシステムの再構築については、膨大な経費と時間を要することから、難しい課題

と考えており、関係課と協議しながら、現行システムの評価及び問題点の抽出を行い、中

長期的な検討を行っていきます。 

なお、印刷作業における経費削減については、印刷機器と用紙保管を含めた作業スペー

スの確保について関係課と調整し、実現について検討していきます。 

（企業局 料金課） 

 

個別事案 １７ 外国語指導助手業務委託 

１ 意見 
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（報告書８７頁） 

（１）随意契約とする理由について 

この業務の性質又は目的が競争入札に適しないとして上記理由を挙げているが、適切

ではなく、また同者と契約せざるを得ない理由もない。競争原理が働いているとは考え

られず、競争入札を行うべきである。 

（講じた措置の内容） 

  平成 23年度は、競争入札に準じた形で業者選定を行いました。外国語指導助手の仕事は、

専門的な知識・技術や豊富な経験を有しているか、小学校外国語活動及び中学校外国語教

育に深い理解と教育に携わる重要性を認識しているかなどが重要であるため、価格面だけ

で判断するのはふさわしくないと考えます。よって、平成 24年度は、プロポーザルを実施

し、業者を決定しました。 

（教育委員会 学校教育課） 

 

（報告書８７頁） 

（２）契約形態について 

当契約形態は業務委託であり、英語指導助手が授業を行うにあたり、学校側が授業内

容や進め方等を現場で指示命令することができないことになっている。教育現場におい

ては特段の配慮が必要であり、教員が授業内容や進め方について授業中に具体的に英語

指導助手に指示することで、授業を円滑に行えると考えられる。従って今後の契約形態

として、労働者派遣契約あるいは個別に臨時職員として直接雇用することも視野に入れ

て検討すべきである。 

（講じた措置の内容） 

  平成 23年度は、業務委託ではなく派遣契約を結びました。その結果、教員が主となって

授業を進めることが可能となり、児童生徒の実態に応じた授業づくりができるようになり

ました。平成 24年度も同様に派遣契約を結んでおり、さらに学校現場の実態により即した

活用が可能となるよう、3名を直接雇用しました。 

（教育委員会 学校教育課） 

 

個別事案 １８ 葛川少年自然の家給食業務 

１ 意見 

（報告書８９頁） 

（１）給食業務維持費について 

契約書に掲げている給食業務維持費の内容は、慣例的に決まっているものの仕様書

において特定できないため、仕様書で明記すべきである。 

   また、給食業務維持費を年度当初に 2/3、半年後に残額を前払いする契約になってい

るが、業務は１年を通じて行われており、毎月支払いにする等、支払方法を見直す必
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要がある 

（講じた措置の内容） 

  平成２４年度の委託契約から委託契約仕様書を変更して、給食業務維持費の内容を明記

するとともに職務内容も示したところです。また、給食業務維持費の前金払いについても

委託契約書から削除し、毎月払いとしたところです。 

（教育委員会 葛川少年自然の家） 

 

個別事案 １９ 大津市歴史博物館及び大津市立市民文化会館設備管理業務 

１ 意見 

（報告書９１頁） 

（１）随意契約から入札に変更したことによる経費減 

入札では４者が参加し、結果的には長年随意契約していた業者が落札してはいるが、落

札金額が前年度実績より 714千円安い金額であり、委託料を削減することができた。さら

に、今後は長期継続契約することも視野に入れ、入札参加業者を増やして一層競争原理を

働かせるべきである。 

（講じた措置の内容） 

  平成２４年度は、長期継続契約することの意見を受け、最長３年の長期継続契約を締結し

ました。 

また、指名業者については、昨年度から入札参加業者数を増やすことを試みましたが、業

者選定委員会での検討の結果、昨年と同様の指名競争入札を行いました。 

（教育委員会 歴史博物館） 

 

個別事案 ２０ 大津市歴史博物館常駐警備業務 

１ 意見 

（報告書９３頁） 

（１）随意契約とする理由について 

この常駐警備業務の性質又は目的が競争入札に適しないとして上記理由を挙げている

が、適正でない。この常駐警備業務にどの程度特殊性があり、この委託業者としか契約で

きないとする理由があるのかも疑問である。また、見積照合を行ってはいるが、委託業者

は兵庫県に本社があり、他の３者は東京都・京都市山科区・滋賀県愛知郡であり、見積業

者選定に不自然さを感じる。平成２年より長年にわたって継続して同業務を委託しており、

全く競争原理が働いておらず、競争入札すべきである。 

（講じた措置の内容） 

 常駐警備業務については、平成２３年度から指名競争入札を実施しました。今後も、一層

の競争原理が働くよう努めていきます。 

（教育委員会 歴史博物館） 
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個別事案 ２１ 参議院議員通常選挙等に伴う選挙機材の搬入搬出業務委託 

１ 意見 

（報告書９５頁） 

（１）1 者特命の随意契約について 

当該業務について入札を行わず、また、見積書の入手も１者のみである理由は、業者を

選定する期間が短かったため、これまで実績のあった当該業者を選定したということであ

る。 

これに対し、平成 23年４月に統一地方選挙が行われたが、その際も、機材の搬入搬出

業務について Ａ と１者特命の随意契約を締結している。大津市では平成 23年４月以降、

契約金額が 50万円を超える１者特命の随意契約についてはその内容及び理由について大

津市ホームページで公表している。契約相手方の選定理由として以下のように記載されて

いる。 

 当該業務は、投票箱や投票記載台等の選挙機材を保管場所から持ち出し、市内

122 ヵ所の投票所へ配送し、選挙終了後に選挙機材を回収し、再び保管場所へと

返送するもの。市内 122ヵ所に及ぶ投票所への選挙機材を一斉に搬入搬出するこ

とから、機材を一時保管することができる倉庫を持ち、選挙管理委員会及び投票

所の施設管理者が指定する日時に各投票所へ機材を配送する能力があり、かつ宅

配業者として実績があるため、上記の業者を選定する。 

 

今回取り上げた平成 22年７月の委託契約とは異なり、統一地方選挙においては選挙期日

の決定が遅れたわけではないので、業者を選定する期間が短かったことを理由とはしてい

ない。しかし、上記理由をもってこの業務を受託できるのは当該業者だけであると決定づ

けることはできない。業務内容からも特殊な技術を要するとも思えず、人員等の確保の面

から考えても受託業者と同程度の規模を有するであろうと思われる宅配業者、運送業者は

その業界に精通していなくとも数社思い浮かぶであろう。また、同一の業務でありながら、

1者特命の理由がその都度異なるというのは適正であるとは言えない。 

従って、当該業務については、今後入札により業者を選定するべきである。 

（講じた措置の内容） 

  平成 24年 1月 22日執行の大津市長選挙では、選挙機材の搬入・搬出業務に対応が可能

な業者の選定について、総務部等委託契約審査会にて了承された業者の中で指名競争入札

を行い、業者を選定しました。 

（選挙管理委員会事務局） 

 

個別事案 ２２ 大津市民病院における委託契約について 

１ 意見 
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（報告書９７頁） 

（１）随意契約の見直しについて 

これまで、大津市民病院では委託契約について安易に継続して随意契約を締結してきた

が、上記の臨床検体検査業務のように見直しを行い、入札等を実施することでコストを削

減することができた事例もあった。 

命や健康を預るという病院の特殊性から、業者選定については、慎重になることはやむ

を得ない。しかし、契約を長期間継続すれば馴れ合いが生じ、コスト削減の意識が低くな

る可能性もある。これまでのように継続することを前提に業者を決定するのではなく、業

者の変更を念頭に置きながら最善の選択を行えるよう業者選定に取り組まれたい。 

（講じた措置の内容） 

平成２３年度には、経理課資材係を契約係に改めて１名増員し、院内での契約業務に関し、

業者選定にかかる業務を分担し、組織としてチェック機能を持たせることとしました。また、

「委託契約等マニュアル」を策定し院内の共通認識を高め、契約業務の透明性、公平性につ

いても更に高めていくよう努めてきました。さらに同年度において、これまで随意契約であ

った委託業務のうち９件について入札に改めました。 

今後は、委託契約のみならず契約方法を見直し、経営改善に寄与するよう努めていきます。 

（市民病院事務局 経理課） 

 

個別事案 ２３ 大津市立介護老人保健施設ケアセンターおおつ食事調理業務 

１ 意見  

（報告書９９頁） 

（１）食材料費について 

     契約上、材料費は食材料仕入額が所定の食材料単価になるよう素材の選定を行うとさ

れており、同施設担当者は、毎月食材料の納入業者からの納品書を委託業者から提出さ

せて確認と集計を行っている。平成 22年４月から平成 23年３月における委託業者の食

材料仕入額は、大津市が支払う所定の食材料額の約 88.9％となっており、結果としてそ

の差額が業者の利益となっている。 

契約内容を吟味した結果、現契約では法的に食材料費の差額の返還を求めることは困

難であると解釈する。 

しかし、良質な給食の提供を維持するためには、契約内容を見直し、実費精算方式あ

るいは許容限度設定方式を検討すべきである。 

なお、実費精算方式とは、食材料費部分を完全に実質精算するか、大津市から食材を

直接支給する方式であり、許容限度設定方式とは現状の方法を継続した上で「食材料仕

入額÷支払食材料額」が一定の比率（＝許容限度）を下回った場合にはその改善を申し

入れ、改善されない場合には契約を解除し食材料仕入額と支払食材料額の差額の返還を

求めることができる旨を明記する方式である。 
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（講じた措置の内容） 

  現在、業者に対し仕入食材品に関する指導を行い、契約内容に沿った仕入となるよう改

善に努めています。 

 また、契約方法についても、現契約期間が終了する平成 25年 9月までに他の施設の契約

方法等を参考にしながら新しい契約内容で入札を行う予定です。 

（ケアセンターおおつ 業務課） 

   

（報告書１００頁） 

（２）随意契約とする理由について 

  ①の契約については、随意契約の理由が適正でなく、さらに、この委託業者としか契 

 約できない業務の特殊性があるとは言い難い。よって、この食事調理業務の性質又は目

的が競争入札に適さないとする理由はないと考えられるので、今後は入札を検討すべき

である。 

ただし、①の契約を踏まえて行った②の契約においては、指名競争入札制度に準じた

方法により 11者の見積照合を行い、結果として同者と長期継続契約を締結している。そ

の結果、前契約金額より一年間換算で委託料が 1,887千円削減できている。 

（講じた措置の内容） 

 契約方法については、現契約期間が終了する平成 25年 9月までに他の施設の契約方法等

を参考にしながら新しい契約内容で入札を行う予定です。 

（ケアセンターおおつ 業務課） 

 

個別事案 ２４ 小額随意契約に関する検討事案 

１ 意見 

（報告書１０３頁） 

（１）契約者以外からの見積書の徴取について 

  上記２（１）の委託契約のＮｏ１．同２．同３．同４．同５及び上記２（２）工事契約

のＮｏ12．同 13．同 14．同 15．同 16．は、いずれも地方自治法施行令第 167条の２第

１項第１号適用の小額随意契約であるが、契約した業者の見積書は小額限度額以内であ

り、他方、見積り照合を取った契約業者以外の業者は小額限度額を超えている。 

各担当課の設計積算による予定価格は小額限度額以内となっているため、施行場所に

近い業者を２者ないし３者を選定し、委託又は工事発注の見積りを依頼している。 

この場合、見積を依頼された業者は、当然に小額随意契約であることは理解しており、

仮に大津市に提出する見積額が小額限度額を超えれば、受注出来ないことも承知してい

る。それなのに、あえて小額限度額を超える見積額を提出した業者の意図としては次の

２つが考えられる。 

 ① 正確に積算見積りをした結果、どうしても小額限度額以内に収まらなかった。 



- 24 - 
 

② 最初から受注する業者が決まっているため、自らが間違いなく受注できない見積額

とした。 

どの担当課も①であったことを主張するが、監査対象個別事案として無作為に選んだ

事案のほとんどが、この状況で「予定価格が厳しく、たまたま小額限度額以内に収まら

なかった」とは考えにくい。 

また、上記２（１）委託契約のＮｏ２．並びに上記２（２）工事契約の同 13．同 14．

は見積書の様式が酷似している。Ｎｏ２．の事案は受注業者 Ａ の見積書詳細の様式と

見積徴収した Ｊ の見積書詳細の様式が酷似しており（見積り書の表紙は酷似していな

い）、積算における細別項目や単価も同じである。担当課によると時間的な関係で同じ見

積詳細の様式を業者に送ったとのことである。Ｎｏ13．同 14．の事案では受注業者 Ｈ の

見積書は独自様式であるが、見積り徴収した Ｑ（Ｎｏ13．の事案）と Ｒ（同 14．の事

案）の見積書の表紙及び詳細の様式が酷似している。さらにこの２者（Ｑ及びＲ）の見

積額は 1,323 千円で同額であった。このことからこの事案については上記②の意図が推

察され、適正な契約金額であったかどうか大いに疑問の残るところであり、小額といえ

ども再度の検証が必要である。 

以上のことから「何のための２者以上の見積徴取なのか」を認識すべきである。随意

契約について、大津市契約規則では「なるべく２者以上の見積書の徴収」を求めており、

大津市小額工事（委託）の随意契約ガイドラインでは、「必ず２者以上の見積書の徴取」

を求めているが、現実には形骸化している事案が多くみられた。担当課は規定やガイド

ラインの本来の趣旨を十分認識したうえで契約事務にあたるべきであり、もし、２者以

上の見積書の徴取に意味がないという認識ならば、１者見積りでも可とすることも視野

に入れるべきと考える。 

（講じた措置の内容） 

 小額工事（委託）においては業者の選定が恣意的にならないよう、見積書の徴取を１者

のみではなく２者以上としています。今後も見積徴取が形骸化することのないよう、この

趣旨の周知徹底に努めていきます。 

なお、施設修繕においては迅速な対応も要求されるため、平成２４年度から財務規則を

改正し、３０万円以下の場合、１者のみの見積徴取を可能としました。 

（総務部 契約検査課） 

 

（報告書１０４頁） 

（２）１つの業務を２つに分割して発注している可能性のある事例 

上記２（１）委託契約のＮｏ４．と同５、同６と同７、同８と同９、同 10と同 11は

業務の受託業者が同一であること並びに業務内容の類似性から、一つの業務を二つの業

務に分割したのではないかと疑問を抱く事案である。つまり、当初の業務では小額限度

額を超えるので、業務を分割し競争入札を避け、小額随意契約とした可能性を否定でき
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ない。各担当課の説明によれば、それぞれ理由はあるものの、「業務の場所が同じ」、「作

業内容が同じ」に近い状態で、作業の効率性からは、むしろ同一業務として発注した方

が良かったと考えられる業務内容である。 

仮に業務の分割発注が事実なら、大津市小額工事（委託）の随意契約ガイドラインの

「本号に該当させるため、作為的に分割して契約する行為は厳に禁止するものとする。」

の規定に違反するものである。 

（講じた措置の内容） 

 小額工事における「作為的な分割発注の禁止」については「大津市小額工事（委託）の

随意契約ガイドライン」及び「入札・契約マニュアル」に記載するとともに機会あるごと

に指導しています。今後も引き続き周知徹底に努めていきます。 

（総務部 契約検査課） 

 

（講じた措置の内容） 

  №４と№５については、近隣住民からの要望を受けて業務を実施しましたが、業務完了

後、住民からの追加要望を受けて更に業務発注したものです。したがって業務の場所は隣

接していますが、その業務内容や実施時期が異なります。今後は、当該事案のように、一

つの業務を二つの業務に分割したとの疑念を抱かれないためにも、現況把握や実施方法、

住民要望などについて遺漏のないよう努めていきます。 

（都市計画部 公園緑地課） 

 

（講じた措置の内容） 

平成２２年度に実施しました戦国大津物語事業において、観光客への情報提供と市民の機

運醸成を図る目的で、大津城縄張推定図復元図原図・基礎制作業務及び復元パネル制作業

務を委託しました。これらの委託業務はそれぞれの内容や設置場所が異なることから、別

の契約としています。 

また、真野浜湖岸清掃業務は湖岸に漂着した藻や葦を集め、処分することを内容とした業

務であり、ごみの状況に応じて実施しています。真野浜観光便所清掃業務は季節に応じて

月８回～２８回の便所清掃が内容であり、業務の実施時期や内容が異なることから別の契

約としています。 

今後、業務の効率的な実施が可能かどうか等について検討していきます。 

（産業観光部 観光振興課） 

 

（講じた措置の内容） 

 大谷旧東海道ふれあい公園の委託については、当地が山間部で起伏が大きく、横断・縦

断測量の間隔や幅が大きく変わる場合があることから、その間隔や幅を決定するために先

行して地形測量を実施したものです。そして、これらのデータを基に検討を行い、路線測
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量を行ったことから、今回の委託業務については、別の契約と考えています。 

  （産業観光部 農林水産課） 

 

（報告書１０４頁） 

（３）任意団体との契約について 

        上記２（１）委託契約のＮｏ８．及び同９．は、水泳協会が契約相手先であるが、同

協会は法人格のない団体、いわゆる任意団体である。大津市が法人格がない団体と委託

契約を行う場合、その責任能力や業務遂行能力という面で不安な要素がある。法人格が

ない団体がどのような要件を具備していれば契約の当事者となり得るのか検討された

い。 

考えられる要件としては、例えば、代表者または管理者の定めの有無、規約等の有無、

総会等の開催の有無、予算・決算の有無等が考えられる。 

参考として、法人税における規定は以下のとおりであり、人格のない社団等に該当す

れば、その団体そのものに法人税が課税されることとなっている。 

 

法人税法 

第２条 （定義） この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に 

定めるところによる。（中略） 

    （８）人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあ

るものをいう。  

法人税基本通達 

1－1－1 (法人でない社団の範囲)法人税法第２条第８号《人格のない社団等の意

義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結

合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体として

の組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものを

いい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。 

(１) 民法第 667条《組合契約》の規定による組合 

(２) 商法第 535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合 

（講じた措置の内容） 

 法人格のない団体（任意団体）が契約の当事者となり得る要件について、今後、検討し

ていきます。 

 （総務部 契約検査課） 
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個別事案 ２５ 工事請負契約のうち落札率が高い契約に関する検討事案 

１ 意見 

（報告書１１０頁） 

（１）高い落札率について 

建築一式工事の設計金額 50,000 千円以上 100,000 千円未満のランクにおいては、１

年間に７回入札が行われたうち７回とも 98％以上の落札率で、１年間の平均落札率も

99.0％であり、極めて不自然である。不自然さを払しょくするために、関係機関におい

て調査することが必要と考える。 

（講じた措置の内容） 

 本市では適正な契約事務に万全を期すため、以前から大津警察署刑事第二課に対して全

入札結果情報を提供しています。今回、指摘のありました工事の入札においては、いずれ

も談合等の情報が寄せられておらず、また、公正取引委員会に相談したところ、「落札率が

高かったという事実のみで不正行為と推定することは困難である」との回答を得ました。 

しかし、今回の指摘があったことから入札参加者に対し、大津市談合情報マニュアルに

基づく事情聴取を行いました。その結果、談合と疑われるような事実は確認できませんで

した。 

このことから、「談合と疑うに足りる事実」はありませんでしたので、公共工事の入札及

び契約の適正化の促進に関する法律で定める通知には該当しませんが、意見を重く受け止

め、調査結果を含めた一連の資料について、公正取引委員会に対して情報提供を行いまし

た。 

本市として、今後もより適正な入札事務の執行に努めていきます。 

（総務部 契約検査課） 

 

（報告書１１０頁） 

（２）予定価格事前公表の是非について 

予定価格を事前公表することについては、意見が分かれるところであるが、国は平成

20年 3月に「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」を公表し、予定価格の

事前公表を取りやめるか、又は、事前公表を行う場合にはその理由を公表することした。 

それに対して、大津市では平成 13年６月より建設工事の入札における予定価格の事前

公表を実施しており、予定価格の事前公表を実施することに問題がないことを確認し、

平成 20年 12月に予定価格の事前公表を継続する理由が次のとおり公表された。 

 

工事入札における予定価格事前公表の継続実施について 

平成20 年12 月 

大津市では平成13年６月より建設工事の入札における予定価格の事前公表を実施して 

いますが、検証を行った結果、問題がないことを確認しましたので、予定価格の事前公
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表を継続いたします。 

１．予定価格事前公表の経過・背景及び期待される効果・問題点 

（１）経過及び背景 

公共工事の入札及び契約制度の改善については、平成13年４月に「公共工事の入札 

契約及び契約の適正化の促進に関する法律」が施行され、さらにこの入札契約適正化

法に基づく「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する適正化指針」

が閣議決定されております。大津市では全国的に公共工事にまつわる不正行為が後を

絶たないことから、平成13年６月から予定価格の事前公表を実施しました。 

全国的にみても公共工事の調達にまつわる不正行為・不祥事は依然として後を絶たず、 

これら公共工事の調達をめぐる不正行為・不祥事は、公共工事に対する市民の信頼を

著しく損なうものであり、極めて憂慮すべき事態であります。 

（２）期待される効果及び問題点 

一般的に予定価格の事前公表は、透明性の向上により事前に予定価格を探ろうとす

る不正な動きを防止するという効果が期待される反面、次の３つのおそれがあるとさ

れています。 

ア 落札価格の高止まり 

イ 入札参加者の見積努力の阻害 

ウ 談合の助長 

２．問題点の検証結果について 

指摘されている３つのおそれについて、大津市が該当しているか否かの検証を行いま

した。 

（１）落札価格の高止まりについて 

平均落札率の推移について検証しましたが、平均落札率は下落傾向であり、落札価格 

の高止まりは認められませんでした。 

平均落札率の推移 

年度 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16 平成17 平成18 平成19 

落札率 91.96％ 90.74％ 86.25％ 84.93％ 87.16％ 89.22% 83.59% 82.63% 

 

（２）入札参加者の見積努力の阻害 

入札制度の観点から入札参加者の見積努力を阻害しているかについて検証しました

が、見積努力の阻害は認められませんでした。 

大津市では開札時に積算内訳書の内容を確認することで、業者の積算能力の把握に努 

めています。この積算内訳書は入札書記載金額、つまり入札者の最終意思表示の根拠と 

なるものであります。 

なお、入札書記載金額は、入札者が何らかの経済的事情（施工地が近くにある、資材 

を他者より安く調達できる、または採算が得られる最低限の価格で入札するかもしくは 
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ある程度利益が見込める価格で入札するか等）を考慮し、建設業法等の諸法令に反しな 

い範囲で自由に意思決定した結果であると考えています。 

（３）談合の助長 

平成13年度から平成19年度まで検証しましたが、談合を容易にしたり助長したこ 

とは認められませんでした。 

平成13年度から平成19年度までの間、大津市発注の公共調達において談合事件が 

ないため（合併前の旧志賀町分は除く）、談合を容易にしたり助長したりすることを判

断できないと考えます。今後も継続して提出された積算内訳書の内容を検証すること

で、談合等の不正行為に対する判断材料とする必要があります。 

このなかで、大津市は平均落札率にも言及し、落札価格の高止まりはなかったとしてい

る。確かに平均的に見れば落札率の高止まりはないといえるが、一部であっても不自然な

落札状況が発生しているのであれば、今一度予定価格を事前公表することの是非について

検討されたい。 

（講じた措置の内容） 

建設工事の入札における予定価格の事前公表について、地方公共団体は可能とされてい

ることから、本市では予定価格を事前に聞き出そうとする動きを防止するため、平成１３

年から事前公表を実施し、これまでの検証結果では事前公表による弊害は生じていません。 

今回の指摘により、再度、予定価格の是非について検討しましたが、落札率のみでもっ

て入札が不適切であるとは言えないため、そのことを理由として事前公表の是非について

判断できないと考えています。また、中核市でも事前公表の事例が多く、他都市において

も予定価格を聞き出そうという不正行為が続いていることから、事前公表が妥当であると

考えています。 

今後も他都市の状況を注視しながら、入札事務の適正化に向けて努めていきます。 

（総務部 契約検査課） 

 

（報告書１１１頁） 

（３）契約事務のチェック体制について 

  大津市では、発注する工事等について入札及び契約手続きの適正な執行を図り、その

透明性、客観性及び競争性を確保するため、大津市入札監視委員会を設置している。 

現在は、３名の外部有識者によって入札監視委員会は構成され、年３回委員会が開催

されている。具体的な検討手続きは、３名の委員が順番に検討すべき工事契約等を抽出

し、１回の委員会で４件の契約の検討が行われている。 

  委員会では限られた時間（１回２時間程度）となっており、その上、議論の基礎デー

タが主に事務局の説明によるものであることを考えると、個別契約事案に関しての問題

点を検討するに止まらざるを得ない。入札監視委員会は契約の適正な執行、透明性、客

観性の確保に不可欠であると考えるが、本事案で指摘しているような事象については議
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論の対象とはなっていないのが現状である。契約事務の現状をより広い観点から検討し、

第三者的にチェックするためには、現行の入札監視委員会の機能を質的・量的に拡充す

るか、あるいは、新たな第三者委員会を設けること等を検討すべきと考える。 

（講じた措置の内容） 

本市では「工事等の入札及び契約手続の適正な執行を図り、その透明性、客観性及び競

争性を確保すること」を目的に入札監視委員会を設置しているため、新たな第三者委員会

を設けることは考えていません。 

現在の入札監視委員会の運営方法については国のモデルに準じておりますが、今後、運

営や審査方法の内容等の改善について委員の方の意見を伺うとともに他都市の事例を調査

し、委員会のチェック機能の向上に一層努めていきます。 

（総務部 契約検査課） 


